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生活支援コーディネーターの配置 【３区（港区・鶴見区・住之江区）でモデル実施】

② 資源開発
・地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成
・元気な高齢者が担い手として活動する場の確保 など

③ ネットワーク構築
・サービス提供主体間の連携の体制づくり
・関係者間の情報共有 など

ＮＰＯ社会福祉法人

民間企業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体

協同組合等

① ニーズと取組みの把握
・要支援者等のサービスニーズの把握
・既存団体の実態把握 など
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・地域の課題についての問題提起、課題に対する取組みの具体的協力依頼など

多様なサービスの充実に向けた具体的な取り組み（平成２７年度）

※各区ごとの既存の会議等を活用



生活支援コーディネーター

地域の高齢者

特別養護老人ホーム
通所介護事業所 等

老人福祉センター
地域集会所 等

（市営住宅・マンションの集会所等）
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通いの場
の充実

① ニーズと取組みの把握

地域活動協議会等

協議体

③ ネットワーク構築

連携

訪問型サービスＡ
実施主体：ＮＰＯ、民間事業者等

内 容：掃除・洗濯等の生活援助

訪問型サービスＢ・Ｄ相当
実施主体：住民ボランティア等

内 容：ゴミ出し等の生活支援、

移動支援等

展開

住民運営の
集いの場支援

いきいき百歳
体操普及

② 資源開発

担い手として活動 介護予防事業に参加

生活支援コーディネーターの具体的な業務

介護予防
ポイント事業
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サービスニーズの把握
・

活動参加の働きかけ

事業化支援

一般介護予防事業

通所型サービスＢ相当

実施主体：住民ボランティア等

内 容：定期的な運動等の自主的な通いの場


